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滋賀県復職支援等研修事業補助金交付要綱 新旧対照表 

 

改正後 現行 

滋賀県復職支援等研修事業補助金交付要綱 

 

第１条 知事は、医師の離職防止および地域偏在の解消を目的として、医師に

対して行う復職等のための研修事業を実施する医療機関に対し、予算の範

囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県補助

金等交付規則（昭和 48 年滋賀県規則第９号。以下「規則」という。）に規定す

るもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

第２条省略 

 

第３条 この補助金の交付対象者は、滋賀県内の医療機関を設置する者とす

る。 

 

第４条から第 14 条まで省略 

 

附則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度の補助金に適用する。 

この要綱は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度の補助金に適用する。 

 

 

令和４年度 復職支援等研修事業補助金交付要綱 

 

第１条 知事は、医師の離職防止および地域偏在の解消を目的として、医師に

対して行う復職等のための研修事業を実施する病院に対し、予算の範囲内

において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県補助金等

交付規則（昭和 48 年滋賀県規則第９号。以下「規則」という。）に規定するも

ののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

第２条省略 

 

第３条 この補助金の交付対象者は、滋賀県内の病院を設置する者とする。 

 

 

第４条から第 14 条まで省略 

 

附則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度の補助金に適用する。 
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改正後 現行 

別表（第条関係） 

別表 
１．事業区分 ２．基準額

（※） 
３．対象経費 

(１) 復職支援

研修事業 

研修対象医師 

１人あたり 

１，８００千

円 

産育休や介護等の理由により一定

期間離職していた医師の医療現場

への復職を支援する研修に必要な

経費のうち、次に掲げるもの。ただ

し、復職後１２か月を超えてから

研修を開始した医師にかかる経費

および研修を開始してから３年を

経過した医師にかかる経費は除

く。 

（１）研修指導医人件費（謝金、諸

手当等） 

（２）研修指導医旅費 

（３）需用費（消耗品費等） 

（４）役務費（通信運搬費等） 

 

別表 

別表 
１．事業区分 ２．基準額 ３．対象経費 

(１) 復職支援

研修事業 

研修対象医

師 

１人あたり 

１，８００千

円 

産育休や介護等の理由により一定

期間離職していた医師の医療現場

への復職を支援する研修に必要な

経費のうち、次に掲げるもの。ただ

し、復職後６か月を超えてから研

修を開始した医師にかかる経費お

よび研修を開始してから３年を経

過した医師にかかる経費は除く。 

（１）研修指導医人件費（謝金、諸

手当等） 

（２）研修指導医旅費 

（３）需用費（消耗品費等） 

（４）役務費（通信運搬費等） 

 



 3 / 3 

(２)キャリアチ

ェンジ・ セカン

ドキャリア形成

支援研修事業 

研修対象医師 

１人あたり 

１，８００千

円 

定年退職した医師、基礎医学・社会

医学を専門とする医師、定年前で

あっても地域医療への貢献を望む

医師等のキャリアチェンジ・セカ

ンドキャリア形成のための研修

（地域において幅広い疾患等に対

応できる総合的な診察能力を身に

着けること等を目的とする研修）

に必要な経費のうち、次に掲げる

もの。ただし、研修を開始してから

３年を経過した医師にかかる経費

は除く。 

（１）研修指導医人件費（謝金、諸

手当等） 

（２）研修指導医旅費 

（３）需用費（消耗品費等） 

（４）役務費（通信運搬費等） 

 

 

※ 研修対象医師１人あたりの研修実施月数（１月に満たない端数を生じ

たときは、これを１月とする。）が１２月に満たない場合には、基準額に

「研修実施月数÷１２」を乗じた額とする。 

 

以下、省略 

(２)キャリアチ

ェンジ・ セカン

ドキャリア形成

支援研修事業 

研修対象医

師 

１人あたり 

１，８００千

円 

定年退職した医師、基礎医学・社会

医学を専門とする医師、定年前で

あっても地域医療への貢献を望む

医師等のキャリアチェンジ・セカ

ンドキャリア形成のための研修

（地域において幅広い疾患等に対

応できる総合的な診察能力を身に

着けること等を目的とする研修）

に必要な経費のうち、次に掲げる

もの。ただし、研修を開始してから

３年を経過した医師にかかる経費

は除く。 

（１）研修指導医人件費（謝金、諸

手当等） 

（２）研修指導医旅費 

（３）需用費（消耗品費等） 

（４）役務費（通信運搬費等） 

 

 

 

 

 

 

以下、省略 

 


